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本
稿
で
は
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
平
田
篤
胤
草
稿
本
『
古
史
伝
』
を
用
い
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
加
筆
修
正
が
論
旨
に
と
っ
て
重
要

な
の
で
引
用
す
る
際
は
左
記
の
凡
例
に
沿
っ
て
実
物
の
様
子
を
示
す
。

一
、
塗
潰
し
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
文
字
は
■
ま
た
は
［
（
文
字
数
）
］
で
示
す

一
、
見
消
し
等
判
読
可
能
な
文
字
は
［
］
で
括
り
示
す

一
、
加
筆
さ
れ
た
文
字
は
〈
〉
で
括
り
示
す

一
、
加
筆
の
う
ち
、
特
に
頭
注
は
（
頭
）
と
し
て
該
当
箇
所
の
初
め
に
示
す

一
、
割
注
は
【
】
で
括
り
示
す

凡
例

草
稿
本
「
古
史
伝
」
に
お
け
る
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程

ｌ
神
観
・
霊
魂
観
と
「
青
人
草
」

小

林
威
朗
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本
稿
の
目
的
は
草
稿
本
『
古
史
伝
」
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
板
本
『
古
史
伝
』
（
あ
る
い
は
全
集
）
を
用
い
て
言
及
さ
れ
て
き
た

平
田
篤
胤
の
思
想
に
つ
い
て
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
草
稿
本
『
古
史
伝
』
の
書
誌
情
報
（
表
紙
・
段
構
成
・
加
筆
修
正
等
）
と
平
田

家
の
書
簡
や
日
記
を
つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
成
立
時
期
を
定
め
、
そ
の
上
で
内
容
を
分
析
す
る
事
に
よ
り
板
本
『
古
史
伝
』
か
ら
は

窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程
が
示
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

（
１
）

草
稿
本
『
古
史
伝
』
は
現
状
一
一
一
十
巻
一
一
一
十
冊
か
ら
な
り
（
表
一
）
、
一
二
種
類
の
表
紙
（
後
述
）
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
「
東
京
平
田

家
所
蔵
」
で
あ
っ
た
も
の
だ
が
、
明
治
三
十
年
代
か
ら
（
一
八
九
七
～
）
本
格
化
し
た
秋
田
県
立
図
書
館
に
よ
る
郷
士
資
料
収
集
の
一
環
と

し
て
、
同
館
が
明
治
四
十
二
（
一
九
○
九
）
年
に
「
平
田
篤
胤
の
直
筆
著
書
十
九
部
八
十
一
冊
を
価
格
一
千
五
百
円
を
以
て
購
入
」
し
た
も

（
２
）

の
で
あ
る
。
平
成
五
（
一
九
九
一
二
）
年
の
秋
田
県
公
文
書
館
開
館
に
際
し
、
秋
田
県
立
図
書
館
か
ら
移
管
さ
れ
、
現
在
「
平
田
文
庫
」
内
資

料
群
の
一
部
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
篤
胤
自
筆
に
よ
る
資
料
（
草
稿
の
断
片
）
は
同
公
文
書
館
「
落
穂
文
庫
」
に
も
所
蔵
さ
れ

（
３
）

て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
伝
来
は
不
明
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
『
古
史
伝
』
を
取
り
扱
っ
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
『
古
史
伝
』
は
天
之
御
中
主
神
を
「
主
宰
神
」
と
し
、

大
国
主
神
に
よ
る
「
来
世
観
」
（
所
謂
「
死
後
審
判
」
）
を
示
す
篤
胤
の
主
著
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
を
決
定
付
け
た
の

は
じ
め
に

一
、
虫
等
に
よ
り
判
読
不
可
な
部
分
は
□
で
示
す

一
、
草
稿
本
、
板
本
を
問
わ
ず
『
古
史
伝
』
の
引
用
に
際
し
て
は
段
数
と
該
当
箇
所
の
最
初
の
文
字
、
又
は
丁
数
を
示
す

１１４
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（
４
）

は
村
岡
典
嗣
の
「
平
田
篤
胤
の
神
学
に
於
け
る
耶
蘇
教
の
影
響
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
村
岡
の
論
旨
は
表
題
の
如
／
、
、
篤
胤
の
「
神
学
」

に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
見
て
お
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
『
本
教
外
編
』
（
文
化
一
一
一
（
一
八
○
六
）
年
著
、
「
大
塾
君
御
一
代
略
記
」
に
よ
る
）

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
「
本
教
外
編
後
、
七
八
年
を
経
て
成
っ
た
古
史
伝
造
化
三
神
の
条
、
約
一
一
十
年
を
経
て
成
っ
た
同
大
国
主
神
の

条
を
、
外
編
に
比
較
し
て
、
そ
の
思
想
に
於
い
て
の
み
な
ら
ず
用
語
に
於
い
て
、
そ
の
再
現
を
示
す
も
の
が
少
く
な
い
の
を
思
ふ
と
、
平

田
が
、
如
何
に
耶
蘇
教
書
に
学
ん
だ
所
の
深
い
か
は
察
知
さ
れ
る
」
と
し
て
、
『
古
史
伝
』
に
お
い
て
結
実
す
る
も
の
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
村
岡
の
論
考
は
『
古
史
伝
』
を
中
心
に
考
え
た
場
合
、
二
つ
の
視
点
か
ら
分
析
で
き
る
。
一
つ
は
「
大
塾
君
御
一
代
略
記
」
（
以
下
、

「
略
記
」
）
を
主
軸
に
し
た
著
作
年
譜
上
か
ら
見
た
『
古
史
伝
』
へ
の
視
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
内
容
を
比
較
し
た
上
で
『
本
教
外
編
』

と
「
古
史
伝
」
の
同
一
性
を
見
る
視
点
で
あ
る
。

実
際
、
村
岡
に
対
し
て
批
判
的
検
証
を
試
み
る
論
者
は
、
二
つ
の
視
点
を
意
識
し
た
立
論
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
一
一
一
木

（
５
）

正
太
郎
は
「
幽
冥
観
と
耶
蘇
教
」
の
な
か
で
、
ま
ず
『
本
教
外
編
』
の
内
容
を
分
析
し
、
そ
れ
と
『
霊
能
真
柱
』
を
比
較
－
し
、
さ
ら
に
『
古

史
伝
』
と
比
較
す
る
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
略
記
」
を
用
い
た
著
作
年
譜
を
基
に
、
『
本
教
外
編
」
の
影
響
は
『
霊
能

真
柱
』
で
は
見
え
ず
、
『
古
史
伝
』
に
な
っ
て
か
ら
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

村
岡
や
三
木
の
論
が
板
本
（
あ
る
い
は
全
集
）
に
依
拠
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
草
稿
本
を
用
い
た
小
林
健
一
一
一
の
研
究
は
重
要
で
あ
る

（
６
）う
。
小
林
は
ま
ず
「
第
一
一
古
史
伝
の
思
想
」
に
お
い
て
、
草
稿
本
と
板
本
と
の
比
較
を
第
一
巻
（
一
二
稿
本
）
に
限
り
お
こ
な
っ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
草
稿
本
に
お
い
て
は
天
之
御
中
主
神
が
「
宇
宙
の
寓
物
を
悉
く
主
宰
り
給
ふ
」
や
所
謂
「
北
辰
」
説
が
な
い
こ
と
を
示
し
、

大
凡
「
本
居
の
古
事
記
伝
の
説
を
主
と
し
て
そ
れ
に
若
干
加
筆
し
た
も
の
」
と
し
て
い
る
。
次
に
「
第
一
一
一
古
史
伝
廿
三
巻
百
一
一
十
一
一
一
段

に
つ
い
て
の
考
」
に
お
い
て
、
「
廿
一
一
一
巻
（
一
二
一
一
一
段
）
の
自
筆
本
は
、
初
稿
本
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訂
正
の
あ
と
が
あ
ま
り
な
く
、

そ
の
点
き
わ
め
て
締
麗
に
か
け
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
を
「
寓
世
」
と
論
じ
た
一
連
の
「
来
世
観
」
を
示
し
た
部
分

草稿本「古史伝」における篤胤の思想形成過程



１
）
か
ず
い
）
○

（
ｕ
）

わ
れ
る
。

に
大
き
く
訂
正
し
た
箇
所
が
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
い
わ
ゆ
る
耶
蘇
教
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

（
７
）

こ
の
小
林
の
論
を
補
い
な
が
ら
草
稿
本
の
「
天
之
御
中
主
神
理
解
」
を
考
察
し
た
の
が
神
保
郁
夫
の
論
考
で
あ
る
。
神
保
は
草
稿
本
の

成
立
時
期
に
つ
い
て
「
稿
本
は
全
三
十
巻
か
ら
な
り
、
各
巻
に
よ
り
成
稿
状
態
が
異
な
る
」
と
し
「
第
一
段
か
ら
十
段
ま
で
は
原
表
紙
に

一
一
一
稿
と
篤
胤
自
筆
で
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
十
五
段
以
降
は
初
稿
。
百
三
十
二
段
以
降
は
三
稿
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
「
文
政
九
年
に
入
門
し
た
宮
負
定
雄
と
そ
の
著
作
『
万
物
牡
牝
考
』
等
が
両
書
共
に
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
、
自
筆
稿
本

の
成
立
年
代
は
、
上
京
後
の
文
政
十
年
前
後
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
篤
胤
の
著
述
ご
と
に
「
天
之
御
中
主
神
理

解
」
を
抽
出
し
、
「
略
記
」
か
ら
抜
き
出
し
た
著
述
年
譜
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
本
教
外
編
』
に
お
け
る
「
天
之
御
中
主
神
理

解
」
が
文
化
三
年
に
成
立
し
た
と
す
る
に
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
論
考
は
草
稿
本
を
用
い
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
「
略
記
」
に
対
し
て
明
確
に
疑
問
符
を
投
げ
か
け
た
こ
と
に
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
『
古
史
伝
』
に
関
す
る
言
及
の
一
部
を
示
す
こ
と
で
、
著
述
の
成
立
時
期
と
内
容
の
検
討
と
い
う
二
つ
の
視
点
の
重
要
性
が
示
せ

（
８
）

（
９
）

た
よ
う
に
田
心
わ
れ
る
。
多
く
の
研
究
で
著
述
成
立
時
期
の
根
拠
と
し
て
き
た
「
略
記
」
に
は
不
確
定
要
素
が
あ
り
、
こ
の
点
を
草
稿
本
の

書
誌
情
報
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
は
意
義
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
複
数
の
著
作
を
比
較
す
る
こ
と
に
依
っ
て
示
さ

れ
て
き
た
篤
胤
の
思
想
は
、
草
稿
本
の
加
筆
修
正
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
一
著
作
の
内
容
的
変
化
と
し
て
よ
り
具
体
的
・
実
証
的

に
研
究
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
資
料
の
成
立
時
期
と
内
容
変
化
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
著
者
で
あ
る
篤
胤

（
皿
）

に
寄
り
添
っ
た
『
古
史
伝
」
理
解
を
目
指
し
た
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
立
場
で
あ
る
（
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
否
定
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
な
い
）
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
け
る
『
古
史
伝
』
理
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
の
た
め
に
研
究
対
象
と
の
花
離
を
含
ん
で
い
る
と
思

先
述
の
秋
田
県
公
文
書
館
落
穂
文
庫
に
生
田
万
（
道
満
）
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
紙
片
が
あ
．
る
。

乱
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1１７

こ
の
紙
片
は
「
十
八
巻
一
一
十
五
丁
」
か
ら
「
一
一
十
三
巻
六
十
一
一
丁
」
へ
の
変
更
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
古
史
伝
』
一
一
十
一
一
一
巻

一
一
一
三
段
（
所
謂
「
幽
冥
段
」
）
に
付
さ
れ
て
い
た
も
だ
と
わ
か
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
生
田
の
湧
き
あ
が
る
よ
う
な
文
章
は
、
大
国

主
神
の
事
蹟
に
習
う
（
「
神
習
」
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
顕
世
」
の
苦
難
に
ひ
る
ま
ず
生
き
抜
く
べ
き
こ
と
を
認
識
し
た
者
の
言
葉
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
当
時
の
読
者
に
よ
る
記
事
は
、
所
謂
「
死
後
審
判
」
説
を
前
提
と
し
た
議
論
で
は
理
解
し
得
な
い
も
の
と
思

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
草
稿
本
の
成
立
時
期
を
考
え
た
上
で
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
板
本
『
古
史
伝
』
か
ら
は
窺

え
な
か
っ
た
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程
を
考
察
し
た
い
。

（
吃
）

わ
れ
る
。 ［

古
十
八
－
廿
五
］
古
廿
三
－
六
十
一
一

神
事
の
中
の
幽
事
を
白
し
顕
し
給
へ
る
に
依
り
て
道
満
年
頃
の
疑
惑
一
時
に
釈
け
て
有
難
し
な
ど
白
す
も
更
な
り
い
で
や
今
よ
り
後

は
恐
け
れ
ど
生
涯
寒
困
貧
賎
の
間
に
辛
苦
し
て
大
国
主
大
神
の
顕
世
に
立
給
へ
る
御
功
績
の
億
万
分
一
を
も
立
て
む
と
思
ふ
心
の
勃

然
と
し
て
突
き
起
り
侍
り
ぬ
る
は
大
人
の
此
処
な
る
御
教
語
の
御
恩
頼
に
ぞ
侍
り
け
る

草
稿
本
「
古
史
伝
」
の
成
立
時
期

起
稿
の
時
期

草稿本「古史伝』における篤胤の思想形成過程



一
一
一
十
巻
一
一
一
十
冊
全
体
の
構
成
を
眺
め
る
た
め
に
表
一
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
先
行
研
究
が
既
に
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
こ
の
草
稿

本
に
は
三
つ
の
表
紙
が
あ
る
。
外
側
に
後
世
の
も
の
、
次
に
鏡
胤
の
筆
跡
と
思
わ
れ
る
も
の
（
以
下
、
「
草
稿
本
表
紙
」
）
、
最
後
が
篤
胤
の

筆
跡
の
も
の
（
以
下
、
「
原
表
紙
」
）
で
あ
る
。
後
世
に
つ
け
た
表
紙
は
「
草
稿
本
表
紙
」
に
沿
っ
て
（
あ
る
い
は
保
護
す
る
目
的
で
）
つ
け
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
一
は
段
構
成
を
基
本
に
し
て
、
「
原
表
紙
」
、
草
稿
本
、
板
本
の
各
巻
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

「
草
稿
本
表
紙
」
と
板
本
の
段
構
成
を
比
較
す
る
と
全
く
同
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
一
一
十
九
、
三
十
巻
を
除
く
）
。

こ
こ
で
「
原
表
紙
」
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
「
原
表
紙
」
は
「
一
」
か
ら
「
一
一
十
三
」
ま
で
あ
り
欠
番
は
な
い
。
お
そ
ら
く
あ
る
程
度
の

時
期
ま
で
草
稿
本
は
一
一
十
三
巻
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
先
行
研
究
に
お
い
て
「
原
表
紙
を
欠
く
巻
が
あ
る
」
と
し
て
い
る

も
の
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
「
原
表
紙
」
の
位
置
が
必
ず
し
も
「
草
稿
本
表
紙
」
の
位
置
と
一
致
し
な
い
た
め
に
欠
落
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
）
。
ま
た
、
一
か
ら
一
一
一
に
は
「
三
稿
」
と
あ
り
、
四
か
ら
十
九
ま
で
は
「
初
稿
」
、
一
一
十
か
ら
一
一
十
一
一
一
は
「
一
一
一

稿
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
原
表
紙
」
に
依
拠
し
て
段
構
成
を
考
え
れ
ば
一
段
か
ら
一
七
段
は
「
一
一
一
稿
」
、
一
八
段
か
ら
一
三
一
段
は
「
初

稿
」
、
一
一
一
三
段
か
ら
一
四
九
段
は
「
一
一
一
稿
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
咽
）

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
文
化
十
一
一
（
一
八
一
五
）
年
一
一
一
月
十
四
日
付
伴
信
友
宛
篤
胤
書
簡
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
手
紙
の
中
で
示
さ
れ
て

い
る
「
初
段
、
古
天
地
云
々
よ
り
、
第
一
一
十
二
段
事
戸
度
の
段
迄
に
て
、
例
の
細
書
七
八
十
丁
の
も
の
四
巻
、
先
此
頃
迄
に
初
稿
成
申
候
」

（
Ｍ
）

（
マ
マ
）

と
い
う
文
一
一
一
一
口
は
、
草
稿
本
の
原
表
紙
の
状
態
に
近
い
と
い
え
る
（
表
一
）
。
ま
た
、
当
時
の
「
古
史
」
講
義
は
「
古
史
伝
は
未
か
か
で
あ
れ

共
」
『
古
事
記
伝
』
を
傍
ら
に
置
い
て
、
適
宜
参
照
し
な
が
ら
、
進
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
書
簡
に
記
さ
れ
た
『
古
事
記
伝
』

ア
ラ
ケ
マ
シ
キ

を
全
巻
所
有
し
て
い
な
い
た
め
に
書
か
ず
に
お
い
て
あ
る
部
分
も
、
こ
の
草
稿
本
の
状
態
に
符
合
す
る
と
い
え
る
（
一
一
十
一
一
段
「
散
去
突
」
、

二
十
一
段
「
杖
」
、
第
六
段
「
骸
」
、
一
一
十
段
「
郷
櫛
」
）
。
よ
っ
て
、
こ
の
書
簡
か
ら
草
稿
本
の
起
稿
時
期
は
文
化
十
二
年
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
書
簡
の
『
古
史
伝
」
執
筆
に
関
す
る
末
尾
に
は
、
「
先
初
稿
を
記
し
立
見
て
」
そ
の
後
に
見
聞
き
し
た
も
の
に
ょ
っ

１１８
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草
稿
本
『
古
史
伝
』
を
は
じ
め
、
篤
胤
の
草
稿
本
に
お
け
る
加
筆
修
正
が
お
び
た
だ
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
文
政
十
（
一
八
一
一
七
）

年
七
月
一
一
十
一
日
こ
ろ
の
も
の
と
さ
れ
る
三
河
の
神
職
で
宣
長
に
も
学
ん
だ
鈴
木
重
野
宛
書
簡
の
下
書
き
か
ら
も
よ
く
言
及
さ
れ
る
。

て
加
筆
修
正
を
し
て
い
く
と
い
う
執
筆
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
政
十
年
の
段
階
で
「
古
史
伝
」
の
神
代
巻
が
『
古
事
記
伝
』
全
巻
と
同
程
度
あ
り
、
ま
た
「
赤
青
」

が
混
在
し
た
書
入
れ
の
あ
る
「
草
稿
本
」
で
あ
っ
て
、
い
ま
だ
「
日
々
」
加
筆
修
正
を
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
事
か
ら
も

文
化
十
二
年
信
友
宛
書
簡
に
示
さ
れ
た
、
先
ず
初
稿
を
記
し
、
そ
の
後
に
加
筆
修
正
す
る
、
と
い
う
執
筆
方
針
は
確
認
で
き
る
の
で
あ
る

が
、
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
加
筆
修
正
の
多
さ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
草
稿
本
の
本
文
に
よ
っ
て
加
筆
修
正
を
分
類
す
る
と
大
凡
以
下
の
六

種
が
あ
る
。

愚
著
共
早
々
御
覧
被
成
度
由
、
御
懇
篤
に
被
仰
越
、
御
尤
之
儀
奉
存
候
、
古
史
伝
は
至
て
大
部
に
相
成
り
、
神
代
部
而
巳
に
て
古
事

記
伝
全
部
程
有
之
、
赤
青
混
雑
之
書
入
草
稿
本
に
て
、
今
以
て
日
々
考
証
を
加
へ
罷
在
候
へ
ば
、
容
易
に
筆
工
へ
は
難
申
付
、
…
（
下

（
旧
）
略
）①

元
の
文
字
を
見
消
、
塗
潰
し
す
る
削
除

‐
二
加
筆
修
正
に
み
る
成
立
過
程

草稿本「古史伝』における篤胤の思想形成過程



こ
の
中
で
⑥
に
関
す
る
修
正
方
法
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
平
田
篤
胤
関
係
資
料
の
残
存
状
況
か
ら
考
え
る
に
今
後
も
大
き
く
進
展
す
る
可

能
性
が
あ
る
の
で
具
体
例
を
示
し
た
い
。

こ
こ
で
は
じ
め
に
で
示
し
た
落
穂
文
庫
中
の
草
稿
の
断
片
を
見
て
み
た
い
。
落
穂
文
庫
三
七
四
「
平
田
篤
胤
の
草
稿
本
」
に
「
古
史
伝

五
ノ
八
」
と
小
書
き
さ
れ
た
紙
片
が
あ
る
（
写
真
二
。

［
□
□
□
□
な
る
べ
し
］
さ
て
天
日
に
寄
遍
る
火
の
■
■
に
■
■
■
満
て
至
ら
ぬ
□
な
く
。
［
菖
物
を
［
産
］
産
生
し
］
［
〈
土
に
照
入
り
〉
］

産
霊
の
神
霊
を
助
っ
、
［
菖
物
を
産
生
す
］
［
〈
士
に
照
入
り
〉
］
〈
士
に
照
入
り
士
ノ
気
火
ノ
気
相
和
し
て
千
ぢ
に
〉
〈
△
（
頭
）
□
口
物
類

口
成
し
〉
そ
の
産
し
生
せ
る
■
■
〈
草
木
を
〉
以
て
〈
大
き
く
も
小
さ
く
も
〉
火
を
集
む
れ
ば
集
り
て
■
青
人
草
の
要
を
為
し
そ
れ

燃
尽
れ
ば
〈
灰
と
化
て
〉
土
の
み
残
り
［
て
］
火
気
は
元
の
■
虚
空
に
帰
る
〈
▲
（
頭
）
口
火
産
口
神
の
功
の
□
□
し
に
は
□
け
る
■

■
〉
実
に
火
は
か
り
奇
霊
な
る
物
は
有
し
□
ぞ
思
ふ
。
【
是
に
就
て
思
ふ
に
奇
し
く
妙
な
る
事
物
の
称
言
に
比
て
ふ
言
を
云
は
世
に

火
ば
か
り
奇
異
き
物
の
な
き
故
に
其
名
を
借
て
く
弘
く
〉
言
な
ら
へ
る
な
ら
む
か
も
｝
な
ほ
下
に
云
る
を
も

古
史
伝
五
ノ
八

⑥⑤④③②

元
の
文
章
を
線
で
囲
む
削
除
（
前
掲
、
小
林
、
神
保
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
）

元
の
文
字
の
上
か
ら
訂
正
し
た
文
字
を
書
く
修
正
（
一
字
の
場
合
が
多
い
）

①
の
傍
ら
に
訂
正
し
た
文
字
を
書
く
修
正

「
▲
」
・
「
△
」
（
割
注
の
場
合
は
「
巴
）
等
の
記
号
と
共
に
頭
注
と
し
て
の
加
筆

元
の
文
章
を
用
紙
ご
と
切
取
り
、
新
た
な
文
章
を
貼
付
挿
入
す
る
修
正
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言
ふ
を
見
る
べ
し

1２１

こ
れ
は
草
稿
本
五
巻
八
丁
ウ
の
部
分
に

、
ン
・
力

さ
て
然
天
つ
日
に
寄
想
る
火
気
の
虚
空
に
ち
ｈ
ソ
満
て
至
ら
ぬ
隈
な
く
産
霊
の
御
霊
を
佐
け
つ
、
地
に
照
入
り
土
気
。
嬉
気
。
火
気
相

ヤ
ワ和
１
‐
）
て
千
ぢ
に
変
り
高
づ
に
化
り
て
【
彼
硫
黄
塩
硝
な
ど
云
を
始
め
く
さ
／
、
＼
か
、
る
類
の
物
の
多
か
る
は
み
な
是
に
因
て
成
る

な
り
】
物
類
を
生
成
し
て
青
人
草
の
要
を
為
し
其
産
し
成
せ
る
草
木
を
以
て
火
を
集
む
れ
ば
大
き
く
も
小
く
も
凝
集
り
■
■
〈
そ
れ
〉

燃
蓋
れ
ば
灰
と
化
て
［
士
の
み
］
残
り
〈
房
（
頭
）
ま
た
此
を
分
れ
ば
土
と
塩
と
に
分
る
め
り
］
〉
火
気
は
元
の
虚
空
に
帰
る
こ
れ
ぞ

火
産
霊
神
の
徳
の
あ
ら
ま
し
に
は
有
け
る
実
に
火
ば
か
り
奇
霊
な
る
物
は
有
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
【
是
に
就
て
案
フ
に
。
奇
く
妙
な
る
事

タ
、
ヘ
ゴ
ト

物
の
称
言
に
比
て
ふ
一
一
一
一
口
を
云
は
世
に
火
ば
か
り
奇
異
き
物
の
な
き
故
に
其
名
を
借
て
弘
く
言
ひ
な
ら
へ
る
な
ら
む
か
も
］
な
ほ
次
々

草稿本『古史伝』における篤胤の思想形成過程
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写真１落穂文庫374「平田篤胤の草稿本」

と
あ
り
、
両
者
と
も
「
火
産
霊
神
の
徳
の
あ
ら
ま
し
」
を
述
べ
て
い
る
も
の

と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
を
比
較
す
る
と
落
穂
文
庫
蔵
の
紙
片
に
お
い

て
「
士
ノ
気
火
ノ
気
相
和
し
て
」
と
し
て
い
る
部
分
に
草
稿
本
で
は
「
購
気
」

が
加
わ
り
、
「
硫
黄
塩
硝
」
と
い
っ
た
火
薬
を
連
想
さ
せ
る
物
質
の
起
源
も

記
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。
「
火
産
霊
神
の
徳
の
あ
ら
ま
し
」
を
発
展
き
せ

た
明
確
な
根
拠
は
管
見
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
気
吹
舎
門
人
（
文
政
三
年
）

の
砲
術
家
で
天
体
観
測
な
ど
も
行
っ
た
国
友
藤
兵
衛
と
の
書
簡
に
「
大
砲
」



こ
こ
で
示
し
た
⑥
の
よ
う
な
切
取
り
・
貼
付
挿
入
に
よ
る
修
正
は
草
稿
本
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
い
っ

た
加
筆
修
正
し
た
結
果
が
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
の
草
稿
本
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
遠
藤
潤
が
述
べ
る
よ
う
に
初
稿
本
に
複
数
回
手
を

（
略
）

加
え
て
一
二
稿
本
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
「
一
一
稿
本
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
可
能
性
は
十
分
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
加
筆
修
正
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
草
稿
本
を
概
観
す
る
と
、
す
で
に
小
林
健
三
が
『
平
田
神
道
の
研
究
』
の
「
附
録
」
で
示

し
て
い
る
、
板
本
『
古
史
成
文
美
以
下
『
成
文
』
）
と
板
本
『
伝
』
の
段
構
成
の
違
い
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
成
立
年
代
の
推
定
が
で
き
る

（
四
一
五
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
小
林
が
述
べ
て
い
る
の
は
板
本
『
成
文
』
の
．
四
九
段
」
が
板
本
『
伝
』
に
お
い
て
削
除
さ
れ
て
「
一
五
○

段
」
が
．
四
九
段
」
と
し
て
繰
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
削
除
の
過
程
が
草
稿
本
で
は
⑥
の
加
筆
修
正
に
よ
っ

（
Ⅳ
）

て
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
草
稿
本
「
一
四
九
段
」
は
原
表
紙
に
よ
る
と
一
二
稿
本
で
あ
り
、
ま
た
最
終
段
で
あ
る
こ
と
に
注
意
）
。

ま
ず
『
成
文
』
が
印
刷
さ
れ
る
の
が
文
政
八
（
一
八
一
一
五
）
年
三
月
十
七
日
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
『
日
記
』
か
ら
確
認
で
き
る
（
渡
這
、

九
四
○
頁
）
。
こ
の
段
階
で
は
「
一
四
九
段
」
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
印
刷
さ
れ
現
存
す
る
板
本
『
成
文
』
と
な
る
。
草
稿
本
の
「
一
四
九

段
」
は
既
に
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず
は
文
政
八
年
よ
り
後
の
成
立
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
草
稿
本
の
該
当
部
分
（
三
十

巻
六
丁
ウ
ー
七
丁
オ
）
を
注
視
す
る
と
下
記
の
割
注
が
あ
り
、

わ
か
る
。

に
関
す
る
記
述
が
有
り
（
前
掲
、
渡
這
『
平
田
篤
胤
研
究
』
、
八
六
○
頁
）
、
こ
う
い
っ
た
交
友
関
係
に
よ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
内
容

上
符
合
す
る
の
み
な
ら
ず
、
落
穂
文
庫
の
紙
片
の
切
断
面
と
草
稿
本
の
該
当
箇
所
貼
付
挿
入
部
分
を
並
べ
る
と
明
確
に
一
致
す
る
こ
と
が

【
前
の
成
文
に
。
御
紀
な
る
第
五
ノ
ー
書
を
取
り
て
。
此
ノ
間
に
。
爾
神
吾
田
津
比
責
ノ
命
。
自
リ
〈
二
〉
火
燈
之
中
一
出
来
。
稲
言
日
。

吾
所
〈
し
〉
生
之
子
。
及
吾
身
営
〈
二
〉
火
難
〈
一
〉
而
無
〈
二
〉
少
損
事
一
・
見
之
乎
白
之
時
。
皇
美
麻
ノ
命
詔
日
。
吾
本
雛
〈
し
〉
知
〈
二
〉
吾
子
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ヒ
ト
ヨ
ニ
ヤ
ハ
ラ
メ
ル

こ
れ
は
木
花
之
佐
久
夜
毘
一
買
命
（
「
神
吾
田
津
比
責
ノ
命
」
は
亦
名
）
が
「
一
宿
哉
妊
有
」
こ

草稿本123

そ
の
前
後
に
⑥
に
よ
る
修
正
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
木
花
之
佐
久
夜
毘
責
命
（
「
神
吾
田
溌

と
を
迩
迩
塾
命
は
本
心
か
ら
疑
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
疑
っ
た
ふ
り
を
な
さ
れ
た
の
か
、

と
い
う
部
分
で
『
成
文
』
の
と
き
ま
で
は
「
わ
ざ
と
」
疑
わ
れ
た
と
考
え
て
い
た
が
、
後

に
改
め
て
宣
長
が
述
べ
る
よ
う
に
「
実
に
」
疑
わ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
該
当
箇
所
の
加
筆
修
正
は
文
政
八
年
以
後

の
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
巻
が
三
稿
本
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
旧
稿
部
分
は
文
政
八
年

以
前
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
。

文
政
八
年
以
前
と
す
る
可
能
性
を
補
足
す
る
史
料
と
し
て
、
向
日
神
社
所
有
で
向
日
市

文
化
資
料
館
に
寄
託
さ
れ
た
六
人
部
家
本
『
古
史
伝
』
が
あ
る
。
現
在
で
は
九
巻
十
冊
（
一

上
、
五
下
、
十
一
上
下
、
十
一
一
、
十
三
、
十
五
下
、
十
六
、
十
七
、
十
八
）
が
あ
り
、
草
稿
本

（
肥
）

五
巻
（
初
稿
）
の
「
原
表
紙
」
に
の
み
確
認
さ
れ
る
段
構
成
変
更
指
示
と
同
じ
構
成
と
な
っ

て
お
り
初
期
の
写
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
写
真
一
一
）
。
ま
た
、
文
政
六
（
一
八
一
一
三
）
年

十
月
十
九
日
の
日
付
が
あ
る
六
人
部
是
香
宛
の
書
簡
（
渡
這
『
平
田
篤
胤
研
究
』
八
七
四

一
但
一
夜
而
娠
之
故
慮
〈
し
〉
有
〈
二
〉
疑
者
〈
一
〉
而
使
〈
三
レ
〉
衆
人
〈
ヲ
シ
〉
知
〈
二
〉
吾
子
〈
一
〉
亦
天
神
之
令
〈
二
〉
一
夜
娠
〈
一
〉
亦
汝
有
〈
二
〉
霊

異
之
威
一
・
欲
〈
し
〉
明
く
三
〉
子
等
復
有
〈
二
〉
超
倫
之
気
一
之
故
。
前
日
潮
之
也
詔
突
。
と
云
へ
る
文
を
出
せ
れ
ど
。
後
に
よ
く
思
へ
ば
。

如
此
て
は
本
よ
り
疑
ひ
給
ふ
御
心
は
無
れ
ど
。
わ
ざ
と
疑
ひ
給
ふ
さ
ま
に
詔
へ
る
由
に
て
。
上
シ
代
の
意
と
も
非
ら
ぬ
惇
へ
な
れ
ば

削
り
去
つ
。
然
れ
ば
此
■
■
■
は
師
説
の
如
く
。
上
の
本
文
の
ま
、
に
。
〈
只
〉
実
に
疑
ひ
て
廟
り
詔
へ
る
も
の
と
す
べ
し
。
］

｢古史伝』における篤胤の思想形成過程
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と
あ
り
、
六
人
部
家
本
『
古
史
伝
』
は
こ
の
こ
ろ
に
写
さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
草
稿
本
の
起
稿
時
期
は
文
化
十
一
一
年
の
初
旬
で
あ
り
文
政
八
年
三
月
の
『
成
文
』
出
版
ま
で
に
は
あ

る
程
度
出
来
上
が
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
先
ず
初
稿
を
著
し
、
そ
の
後
逐
次
加
筆
修
正
を
加
え
る
と
い
う
執
筆
方
針
で
あ
っ

た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
逐
次
加
筆
修
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
草
稿
本
の
成
立
時
期
の
特
定
は
非
常
に
難
し
い
も
の
と
な

る
。
例
え
ば
、
文
政
七
年
十
二
月
二
日
付
の
六
人
部
是
香
宛
書
簡
（
前
掲
、
渡
這
『
平
田
篤
胤
研
究
』
、
八
七
六
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

頁
）
に
、．

：
御
考
一
一
稿
、
是
は
い
さ
、
か
愚
案
を
も
か
き
入
れ
、
且
シ
古
史
伝
へ
も
取
べ
き
事
は
書
記
し
候
間
、
な
ほ
引
合
せ
相
済
次
第
返
上

可
申
候
、
大
戸
之
地
・
大
戸
之
豊
の
こ
と
お
も
し
ろ
く
承
り
候

い
ひ
お
く
こ
と

今
度
思
ふ
旨
あ
り
て
、
写
し
を
許
せ
る
古
史
博
の
草
稿
、
た
へ
て
闘
外
に
出
す
べ
か
ら
ず
、
ま
た
い
か
に
親
し
き
人
と
い
へ
ど
も
、

他
門
の
人
に
見
す
べ
か
ら
ず
、
さ
る
は
い
ま
だ
草
稿
に
て
、
人
を
誤
ま
り
、
ま
た
潮
け
ら
る
、
事
も
多
け
れ
ば
な
り
。

未
十
月
十
九
日
あ
っ
た
ね

よ
し
家
ぬ
し
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該
当
す
る
箇
所
（
草
稿
本
一
一
巻
（
三
稿
本
）
四
段
と
六
段
）
で
参
照
す
る
と
六
人
部
の
説
の
引
用
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
簡
に
示

さ
れ
た
内
容
は
加
筆
修
正
と
い
う
状
態
で
は
な
く
、
草
稿
本
の
本
文
に
す
で
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
成
立
時
期
推
定
の
上

限
の
み
示
し
て
い
て
、
ど
の
程
度
く
だ
る
も
の
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
さ
ら
に
⑥
と
し
て
分
類
し
た
、
元
の
文
章
を
用
紙
ご
と
切
取

り
、
新
た
な
文
章
を
貼
付
挿
入
す
る
よ
う
な
方
法
で
修
正
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
含
め
る
と
時
期
推
定
の
範
囲
は
広
く
見
積
も
っ
て
も
該

（
旧
）

当
箇
所
の
丁
の
み
と
な
り
、
段
や
巻
の
成
立
時
期
と
し
て
捉
え
る
の
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
反
面
、
加
筆
修
正
に
よ
っ
て

文
言
の
書
き
換
え
が
明
確
に
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
一
紙
面
に
お
い
て
も
『
古
史
伝
』
形
成
過
程
が
窺
え
る
場
合
が
あ
り
、
草

稿
本
の
分
析
に
は
未
知
の
部
分
が
多
い
と
い
え
る
。

以
上
、
本
節
で
は
草
稿
本
の
書
誌
情
報
や
書
簡
・
日
記
と
い
っ
た
史
料
か
ら
成
立
時
期
を
推
定
し
て
き
た
が
、
次
節
で
は
成
立
時
期
を

踏
ま
え
な
が
ら
草
稿
本
の
加
筆
修
正
か
ら
看
取
さ
れ
る
篤
胤
の
思
想
形
成
を
概
観
し
た
い
。

右
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
『
古
史
伝
』
が
篤
胤
の
思
想
分
析
に
用
い
ら
れ
る
際
、
多
く
の
論
者
が
天
之
御
中
主
神
や
「
死
後
審

判
」
を
中
心
に
捉
え
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
点
の
み
が
大
切
な
の
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
「
古
史
」
を
編
纂
し
そ
の
「
伝
」
を
著
す
必
要

は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
『
古
史
伝
』
に
は
「
古
史
」
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
篤
胤
の
思
想
を
詳
述
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
草
稿
本
に
お
け
る
篤
胤
の
思
想
を
概
観
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
き
た
「
死
後

審
判
」
が
草
稿
本
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
と
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
い
。

二
思
想
形
成
過
程
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こ
う
い
っ
た
生
成
の
徳
用
は
二
段
「
萌
騰
之
物
」
の
解
説
に
お
い
て
、
所
謂
「
無
始
」
の
神
で
あ
っ
て
男
女
の
徳
を
持
つ
天
之
御
中
主
神

が
二
柱
の
産
霊
神
に
「
産
霊
の
徳
用
を
持
分
け
」
、
そ
の
二
柱
神
に
よ
っ
て
天
地
万
物
が
生
成
し
た
と
説
明
さ
れ
る
。

小
林
健
三
が
す
で
に
示
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
草
稿
本
に
は
天
之
御
中
主
神
が
「
万
物
を
主
宰
」
す
る
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
な
い
。

ま
た
、
草
稿
本
に
お
け
る
「
産
霊
神
」
に
関
す
る
著
述
は
概
ね
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
篤
胤
独
自
の
考
え
も
窺
わ

れ
る
。
例
え
ば
一
段
「
神
魂
大
刀
自
神
」
の
部
分
で
は
、
「
師
説
に
就
て
篤
胤
猶
考
る
に
」
と
し
て
篤
胤
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
「
高
皇
産
霊
神
は
男
神
」
「
神
皇
産
霊
神
は
女
神
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夫
婦
で
は
な
い
男
女
の
神
と
し
て
示
さ
れ
る
一
一
柱
の
産
霊
神
に

よ
っ
て
神
を
は
じ
め
天
地
万
物
が
生
成
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
に
頭
注
と
し
て
加
筆
さ
れ
た
の
が
、
人
間
は
勿
論
そ
の
「
神
魂
」
「
性

情
」
ま
で
も
が
産
霊
神
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
記
述
で
あ
る
。

二
段
「
萌
騰
之
物
」

一
段
「
神
魂
大
刀
自
神
」

ナ
シ

神
等
の
み
な
ら
ず
諸
の
物
類
は
更
な
り
天
地
を
さ
へ
に
鋳
造
た
ま
へ
る
産
霊
の
趣
も
是
に
准
へ
て
想
像
奉
る
べ
し
。
（
割
注
略
）
〈
△

タ
マ
シ
ヒ
マ
コ
、
ロ
ア
ヤ
シ
キ
サ
ト
リ

タ
マ
モ
ノ

（
頭
）
ま
た
生
と
し
生
る
物
ど
も
人
は
更
に
も
云
ず
。
其
ノ
〈
神
魂
〉
性
情
。
霊
智
も
悉
く
産
巣
日
ノ
神
の
賜
物
な
る
由
を
も
弁
ふ
く
し
。
〉

一
一
‐
｜
神
観
（
産
霊
神
）
と
持
分
け
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１２７

同
様
の
継
承
方
法
は
、
一
一
十
九
段
に
お
け
る
「
賜
」
の
解
説
、
八
十
六
段
に
お
け
る
「
沼
琴
」
の
解
説
に
も
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

「
産
霊
の
徳
用
」
は
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
を
経
て
風
火
金
水
士
の
五
柱
神
、
さ
ら
に
分
岐
す
る
神
々
へ
と
「
持
分
」
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
「
産
霊
の
徳
用
」
は
、
「
天
墳
尤
」
に
あ
る
「
玉
」
と
産
霊
神
の
「
御
徳
」
と
を
譲
り
受
け
る
と
い
う
継
承
方
法
に
よ
っ
て
伊
邪

那
岐
伊
邪
那
美
命
に
授
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
霊
能
真
柱
』
に
お
い
て
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

（
釦
）

れ
て
い
る
。
該
当
部
分
の
一
部
を
引
用
す
る
。

五
段
「
天
墳
尤
」

コ

イ
カ

ユ
ヱ

コ

ネ
カ
、
ト
コ
ロ

○
篤
胤
今
按
ふ
に
。
師
は
此
ノ
矛
を
賜
へ
る
こ
と
如
何
な
る
所
以
と
も
知
べ
か
ら
ず
と
一
一
一
口
れ
た
れ
ど
。
此
は
彼
ノ
浮
雲
の
根
係
る
所

ゴ
ト

タ
や
ヨ

ム
ラ
／
、

カ
キ
コ
ラ

ナ
カ
ゴ
カ
タ

ミ
ハ
カ
リ

な
き
が
如
く
し
て
漂
蕩
へ
る
一
ノ
物
の
〈
叢
々
〉
と
し
て
堅
ま
ら
ざ
る
■
■
■
を
書
一
凝
し
て
。
中
心
の
固
め
の
柱
に
せ
よ
と
の
御
旦
里

ツ
ケ

コ
ト

ミ
イ
ツ

に
ぞ
有
り
け
る
。
．
：
（
中
略
）
．
：
ま
た
其
ノ
着
た
る
玉
は
一
一
一
柱
ノ
天
シ
神
。
殊
に
は
一
一
柱
の
産
巣
日
ノ
大
神
の
産
霊
の
御
徳
を
一
一
柱
ノ
神
に

ク
ニ
ィ
ソ
シ
ナ
サ

ミ
シ
ル
シ

ミ
ホ
ギ
カ
ザ
リ
ツ
ケ

オ
ボ
ヱ

［
依
し
賜
ひ
て
・
］
〈
垂
並
幸
ま
し
て
。
〉
国
士
を
巧
み
成
し
め
賜
は
む
其
ノ
御
璽
と
し
て
御
祝
の
飾
に
付
賜
へ
る
物
と
ぞ
所
思
た
る
。

ミ
ナ

コ
ト

ミ
イ
サ
ヲ
シ

タ
ヅ
キ

天
之
御
中
主
神
は
［
既
に
一
一
柱
の
産
霊
神
よ
り
］
御
名
の
大
な
る
に
取
て
は
。
其
ノ
事
蹟
の
伝
な
き
故
に
。
神
徳
を
伺
奉
る
べ
き
便

ミ
イ
ッ
カ
ネ
タ
モ
ナ
ス

ナ
ク

モ
卜

■
■
〈
な
け
〉
れ
ど
。
一
一
柱
産
霊
神
よ
り
前
に
始
な
く
御
坐
し
女
男
の
御
徳
を
兼
有
ち
為
［
（
四
字
）
］
く
こ
と
無
し
〉
て
産
霊
の
根
原

シ
リ

、
ン
ヅ
カ

シ
リ

を
司
給
ひ
〈
て
寂
然
に
坐
ま
し
〉
女
男
ノ
産
霊
ノ
大
神
は
其
ノ
神
霊
に
資
て
生
出
坐
し
て
産
霊
の
徳
用
を
持
分
け
宰
給
ひ
て
。
天
地
も

何
も
此
ノ
ー
一
柱
ノ
大
神
の
産
成
し
賜
へ
る
事
と
ぞ
思
は
る
国
。
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産
霊
神
の
「
御
神
徳
」
が
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
に
授
け
ら
れ
、
国
を
生
み
人
を
生
み
終
え
る
と
、
そ
の
「
御
神
徳
」
は
風
・
火
・
金
・

シ
リ
タ
マ

水
・
土
の
神
々
に
「
持
分
て
掌
賜
ふ
」
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
無
数
に
分
岐
し
「
天
地
の
間
」
に
生
成
さ
れ
る
も
の
は
こ
の
「
御
神
徳
」

に
漏
れ
る
こ
と
が
無
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
万
物
万
象
は
風
火
金
水
士
の
理
か
ら
推
量
し
て
知
ら
れ
な
い
も
の
は
無
い
の
だ
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
の
延
長
線
上
に
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
「
硫
黄
塩
硝
」
の
説
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
無
数

に
分
岐
し
た
「
御
神
徳
」
を
「
持
分
け
」
る
神
々
に
よ
っ
て
世
界
は
充
満
し
て
い
る
と
い
う
発
想
は
、
吉
田
麻
子
に
よ
る
「
人
の
力
が
決

し
て
及
ば
な
い
強
い
神
秘
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
る
多
様
な
神
々
に
人
の
世
が
包
ま
れ
て
あ
る
」
と
い
う
『
鬼
神
新
論
』
に
お
け
る
篤

（
劃
）

胤
の
田
心
想
分
析
と
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
段
「
上
件
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
大
神
の
神
た
ち
生
坐
る
事
状
」

斯
て
［
其
元
を
想
ひ
奉
れ
ば
■
■
］
〈
此
五
柱
〉
の
神
等
を
生
坐
る
こ
と
は
此
頃
ま
で
は
風
。
火
。
金
。
水
。
土
…
（
割
注
略
）
：
・
の
五

ヒ
ト
ム
レ

ク
ニ

ウ
ミ
ナ

っ
な
ほ
分
ら
ず
一
混
に
在
て
一
一
柱
神
の
大
御
身
に
具
■
■
く
れ
る
〉
を
国
士
〈
を
〉
成
寛
へ
青
人
草
を
生
成
し
給
へ
る
世
と
な
り
て

は
そ
れ
分
ら
で
は
得
有
ま
じ
き
幽
き
理
の
有
て
く
こ
そ
〉
如
此
分
り
つ
ら
め
…
（
割
注
略
）
：
．
然
れ
ば
彼
〈
五
柱
の
〉
神
等
は
［
（
五
字
）
］

ア
レ
イ
デ
マ

シ
リ
タ
マ

〈
そ
の
物
の
分
れ
分
〉
る
蚤
［
と
倶
に
］
〈
は
し
〉
に
其
物
に
因
て
生
出
坐
し
■
■
■
〈
某
々
に
〉
持
分
て
掌
賜
ふ
に
て
其
を
一
つ
に

ミ
イ
サ
ヲ

ミ
イ
サ
ヲ

都
て
は
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
の
御
神
徳
に
っ
ダ
ま
り
［
御
徳
の
］
其
本
を
求
む
れ
ば
女
男
一
一
柱
の
産
壷
垂
〈
大
〉
神
［
（
六
字
）
］
〈
の

神
霊
に
止
ま
り
〉
な
ほ
風
。
火
。
〈
金
〉
水
。
土
の
神
た
ち
の
そ
の
■
■
〈
先
々
〉
枝
々
を
掌
賜
ふ
神
た
ち
多
く
：
．
（
割
注
略
）
・
・
・
そ

ミ
イ
サ
ヲ

ミ
チ
／
、

の
御
神
徳
の
千
ぢ
と
な
り
蔦
つ
と
な
り
天
地
の
間
に
充
満
て
至
ら
ぬ
隈
な
く
［
（
八
字
）
］
〈
世
に
成
出
る
〉
物
の
限
り
［
人
を
始
め
尽

く
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
神
の
御
末
に
洩
る
猫
こ
と
］
〈
そ
の
御
霊
に
漏
る
秘
こ
と
〉
な
き
故
に
悉
く
此
理
を
お
し
て
〈
其
大
概
の
〉
知

ら
れ
ざ
る
事
な
き
は
い
と
も
妙
な
る
も
の
な
ら
ず
や
。
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１２９

こ
の
「
持
分
」
に
つ
い
て
は
宣
長
の
説
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
よ
り
特
徴
が
示
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
古
事
記
伝
』
の
「
速
秋

津
日
子
速
秋
津
比
責
一
一
神
。
因
河
海
持
別
而
。
生
神
名
」
と
い
う
部
分
で
次
の
よ
う
に
説
く
（
『
宣
長
全
集
』
九
巻
、
一
一
○
八
頁
）
。

タ
モ
チ
マ
ス

宣
長
の
説
で
は
一
一
神
に
よ
っ
て
海
河
が
そ
れ
ぞ
れ
持
続
し
て
る
（
「
一
一
柱
神
の
別
て
持
坐
」
）
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
生
成
し
た

の
で
は
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
一
方
篤
胤
は
「
持
別
而
」
は
は
じ
め
宣
長
の
説
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
加
筆
修
正
し
て
先
に
見
た
「
産
霊
の

ミ
ナ
カ

徳
用
」
を
「
持
分
」
て
い
る
神
々
の
「
産
霊
の
御
間
」
に
生
ま
れ
る
と
１
‐
）
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
篤
胤
に
と
っ
て
「
産
霊
の
徳
用
」
の
「
持
分
」
と
は
万
物
の
生
成
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
そ
の
神
観
・
世

界
観
と
し
て
特
徴
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
篤
胤
の
神
観
は
、
中
野
裕
三
が
「
宣
長
は
、
産
巣
日
ノ
神
や
禍
津

日
ノ
神
の
神
学
に
お
い
て
、
「
一
即
多
」
の
発
想
を
受
容
し
て
い
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
「
神
の
定
義
」
に
示
さ
れ
た
や
う
に
、
個
別
神

一
七
段
「
因
二
山
野
一
持
別
而
。
生
坐
神
」

モ
チ
ワ
ケ
テ

オ
ヨ
ソ
｜

持
別
而
〈
所
生
坐
〉
と
は
。
［
師
］
［
の
云
れ
た
る
如
く
］
此
神
た
ち
の
凡
の
上
を
云
る
に
て

神
野
神
。
野
に
山
に
別
々
に
生
み
坐
る
と
に
は
非
ず
〉
］
〈
二
柱
神
。
野
［
に
］
〈
と
〉
山
〈
と
〉

ミ
ナ
カ

［
さ
て
然
］
〈
そ
の
〉
持
別
て
坐
す
一
一
柱
の
産
霊
の
御
間
に
生
坐
る
と
の
こ
と
な
り

ミ
ナ
ト

タ
．
モ
チ
マ
ス

○
持
別
而
と
は
、
同
水
戸
の
内
を
、
河
に
因
れ
る
方
と
、
海
に
よ
れ
る
方
と
、
一
一
柱
神
の
別
て
持
坐
を
云
な
り
、
さ
て
持
別
而
生
と

（
マ
マ
）

オ
ヨ
ソ

ウ
ム

つ
づ
き
た
れ
ど
も
、
持
別
は
此
神
た
ち
の
凡
の
上
を
云
る
に
て
、
生
に
か
、
れ
る
こ
と
に
は
非
ず

ウ
ム
［
生
に
か
囲
れ
る
こ
と
に
は
非
ず
］
［
〈
山

に
別
々
に
生
み
坐
る
と
に
は
あ
ら
ず
〉
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十
段
「
八
百
寓
神
」

○
［
生
給
］
八
百
菖
神
と
は
〈
か
ぎ
り
な
く
〉
多
く
の
神
々
を
■
と
り
す
べ
云
ふ
古
言
な
る
こ
と
今
更
云
ふ
ま
で
■
■
■
〈
も
あ
ら

．
、
カ
ク

イ
デ
マ
サ

ず
〉
但
し
此
に
如
此
云
る
こ
と
は
論
あ
り
其
は
ま
づ
く
▲
（
頭
）
伊
邪
那
［
岐
買
美
〉
〈
叩
［
の
神
避
■
■
■
］
〈
の
徴
母
都
国
に
往
坐
ざ
〉

先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
風
火
金
水
士
の
五
柱
神
の
持
分
に
よ
っ
て
万
物
の
生
成
を
説
く
中
に
、
風
火
水
土
の
四
種
が
結
合
し
て
、
そ
こ

に
「
心
魂
」
が
付
与
さ
れ
人
が
生
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
の
起
源
と
し
て
は
、
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
が
「
生
二
給
八
百

菖
神
一
」
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

（
犯
）

格
の
独
自
性
は
認
め
て
い
た
」
と
述
べ
る
一
旦
長
の
神
観
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
死
後
審
判
」
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
草
稿
本
の
な
か
で
人
間
す
な
わ
ち
「
青
人
草
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
見
て
み
た
い
。

二
段
「
或
人
問
」

ナ
リ
イ
ヅ
モ
ト

ミ
タ
マ

さ
て
〈
ま
た
〉
人
の
生
出
る
こ
と
は
父
母
の
賜
物
な
る
こ
と
は
今
云
ま
て
は
な
く
但
し
そ
の
成
出
る
元
は
神
の
産
霊
の
神
垂
垂
に
よ
り

．
、
ア
レ
マ
セ

シ
リ
マ
シ

ナ

タ
マ
シ
ヒ
サ
チ
ハ
ク
マ
命
マ
レ

て
此
に
生
坐
る
■
■
神
た
ち
の
掌
坐
ま
す
風
火
水
士
四
種
の
物
を
結
び
成
し
給
ひ
。
そ
れ
に
、
心
魂
を
幸
ひ
賦
り
て
生
し
め
賜
ふ
こ
と

な
り

｜
｜
‐
二
青
人
草
と
霊
魂
観
（
死
後
審
判
と
帰
天
・
復
命
）

130



1３１

十
段
「
八
百
寓
神
」

タ
ざ
ヨ

ク
二

彼
ノ
大
詔
命
〈
の
旨
は
〉
〈
彼
ノ
む
ら
／
、
と
〉
漂
蕩
へ
る
■
〈
一
ノ
物
〉
を
固
め
て
先
シ
園
士
産
べ
き
基
を
成
よ
り
始
め
て
国
士
を
産

ム
、
不

み
青
人
草
を
産
む
こ
と
ま
で
を
か
け
て
詔
へ
る
に
て
其
が
中
に
も
人
草
を
生
給
■
は
む
こ
と
を
依
シ
賜
ふ
ぞ
主
と
あ
る
大
御
、
心
に
は

有
け
る
■
く
り
〉
（
割
注
略
）
故
レ
ニ
柱
神
の
そ
の
大
御
心
を
御
心
と
は
為
て
国
士
産
賜
ひ
て
後
に
い
と
は
や
く
青
人
草
を
生
坐
■
〈
せ

オ
ホ
キ
ナ
ル
コ
ト
ワ
リ

る
な
り
〉
：
．
（
中
略
）
・
・
・
此
〈
事
〉
凡
て
神
代
の
御
典
を
讃
奉
る
も
の
〈
ま
づ
〉
最
初
に
熟
く
心
得
■
■
を
る
べ
き
第
一
義
な
る
故
に

サ
ト

ノ
ミ
フ
ミ

ま
づ
此
に
か
く
は
諭
し
置
に
な
む
此
旨
を
思
は
で
神
典
を
讃
ま
む
人
は
□
ら
に
字
を
数
ふ
る
人
と
こ
そ
云
べ
け
れ

こ
の
よ
う
に
、
記
紀
に
は
風
神
よ
り
も
先
に
生
ま
れ
た
神
が
無
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
鎮
火
祭
祝
詞
に
は
「
八
百
菖
神
」
を
お
生
み
に
な

る
と
の
記
述
が
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
「
青
人
草
」
の
起
源
を
示
す
記
述
な
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
次
に
見

る
よ
う
に
特
徴
的
な
人
間
観
と
し
て
現
れ
る
。

サ
キ

ヨ
ケ
カ
ム
カ

リ
し
前
に
〉
一
一
柱
神
■
〈
の
〉
生
［
給
へ
］
〈
坐
〉
る
神
■
■
■
々
は
古
書
ど
も
を
■
熟
考
ふ
る
に
風
神
〈
を
生
坐
る
〉
が
始
に
て
火

サ
キ
ウ
ミ

コ
、

神
。
金
神
。
水
神
。
士
神
。
の
み
■
■
■
〈
あ
り
て
〉
風
神
よ
り
前
に
生
坐
る
神
は
一
柱
だ
に
あ
る
こ
と
な
き
〈
を
〉
（
割
注
略
）
此

に
如
此
云
る
は
惇
の
［
ま
き
れ
］
〈
誤
〉
な
ら
む
か
と
思
へ
ど
此
〈
本
シ
書
な
る
鎮
火
祭
祝
詞
は
〉
天
神
の
■
大
御
口
づ
か
ら
■
博
賜

イ
サ
、
力

へ
る
■
■
祝
詞
一
一
一
一
口
の
〈
中
に
〉
も
と
も
正
し
き
博
へ
■
■
■
説
に
て
少
も
紛
ら
は
し
き
ふ
し
は
［
あ
ら
れ
］
〈
無
け
れ
〉
ば
此
も
決
め

ハ
ジ
メ
ノ
オ
ヤ

オ
ヤ
ガ
ミ

て
深
き
［
よ
し
］
〈
由
〉
あ
る
■
こ
と
な
ら
む
と
な
ほ
つ
ら
／
、
考
フ
フ
Ｑ
に
〈
此
は
〉
青
人
草
の
［
始
祖
］
は
じ
め
の
祖
神
を
生
給
へ

る
惇
に
な
む
有
け
る
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天
神
の
大
御
心
を
む
ね
と
す
る
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
の
「
御
所
為
」
に
人
間
の
事
を
思
わ
な
い
こ
と
は
な
く
、
一
一
柱
神
か
ら
持
分
て
お

生
ま
れ
に
な
っ
た
御
子
神
も
す
べ
て
「
青
人
草
を
愛
し
み
賜
は
む
大
御
心
」
か
ら
お
生
み
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
理
解
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
青
人
草
」
に
関
す
る
解
釈
は
「
三
稿
」
と
さ
れ
る
一
七
段
以
前
の
引
用
を
用
い
て
い
る
が
、
一
節
で
示
し
た
伴
信
友
宛
書
簡
に

八
百
万
神
を
生
む
と
い
う
こ
と
を
人
間
起
源
を
示
す
も
の
と
考
え
定
め
る
と
、
天
神
が
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
に
こ
の
漂
へ
る
国
を
修
り

固
め
成
せ
と
仰
せ
に
な
っ
た
こ
と
は
、
国
土
を
産
む
基
礎
を
作
り
、
「
八
十
国
」
「
八
十
島
」
を
産
み
、
そ
し
て
人
間
を
産
む
こ
と
ま
で
を

含
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
中
で
も
人
間
を
お
生
み
に
な
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
が
趣
旨
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
は
大
御
心
を
む
ね
と
し
て
国
産
み
の
後
い
ち
は
や
く
人
間
を
お
生
み
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
こ
そ
が
「
神
代
の
御
典
」
を
読
む
者
の
「
第
一
義
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
天
神
が
人
間
を
生
む
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
を
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
が
む
ね
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
次
の
よ
う
な

理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

一
七
段
「
此
虚
に
い
さ
樋
か
」

ア
マ
ッ
ミ
オ
ヤ
ノ

オ
ホ
ミ
コ
ト
ウ
ケ
タ
マ
ヒ

ナ
シ
タ
マ
コ
ト

伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
一
一
柱
ノ
大
〈
御
〉
神
。
［
天
祖
命
］
〈
天
皇
祖
命
〉
の
大
詔
命
を
受
賜
て
そ
の
［
勤
し
み
坐
る
］
〈
為
給
ふ
〉
事
ご

ダ
メ

、
ン
ワ
ザ

ア
レ
マ
セ

コ
カ
レ

と
に
国
士
の
た
め
青
■
〈
人
〉
草
の
為
と
の
御
所
為
な
ら
い
は
無
り
し
か
ば
（
割
注
略
）
そ
の
生
坐
る
御
子
神
た
ち
此
は
彼
の
謂
レ
に

ア
レ
マ
ソ
又
マ
マ
）

コ
ト

依
り
て
生
坐
し
被
は
此
ノ
謂
レ
に
依
て
生
し
坐
る
と
其
ノ
生
坐
る
■
謂
レ
〈
こ
そ
〉
各
々
異
な
れ
ど
も
。
［
皆
］
〈
凡
て
〉
一
一
柱
ノ
神
の
国

ウ
ツ
ク

ウ
ミ
ナ

土
〈
を
成
し
堅
め
て
〉
青
人
草
を
■
愛
し
み
賜
は
む
の
大
御
心
よ
り
生
成
し
賜
へ
る
な
る
故
に
其
ノ
神
た
ち
の
今
の
現
に
国
土
青
人

イ
サ
、
カ
タ
ガ

草
に
幸
ひ
給
ふ
御
功
徳
の
蹟
を
と
め
て
つ
ら
／
、
に
察
も
て
行
け
ば
ま
た
此
ノ
御
謂
に
少
も
違
ふ
こ
と
な
し
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「
古
史
伝
の
中
に
、
青
人
草
の
初
の
考
な
ど
は
、
早
く
見
せ
奉
り
度
こ
と
也
」
と
い
う
言
及
が
あ
り
、
「
青
人
草
」
は
最
初
期
の
課
題
の
一

つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
修
正
前
に
お
い
て
「
其
を
（
幽
世
に
帰
す
人
‐
筆
者
註
）
悉
く
掌
治
め
よ
と
の
勅
命
」
で
あ
っ
た
部
分
が
、
修
正
後
「
幽
冥
事
の

大
権
を
執
て
悉
く
統
治
め
よ
と
の
勅
命
」
と
変
更
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
変
更
は
左
の
引
用
で
も
確
認
さ
れ
、
ま
た
右
の
引
用
で
「
大
造

之
績
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
所
謂
「
国
譲
り
」
の
こ
と
を
指
す
と
理
解
さ
れ
る
（
一
一
十
三
巻
、
五
十
四
丁
ウ
）
。

こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
一
一
一
三
段
に
つ
い
て
、
前
節
で
示
し
た
篤
胤
に
よ
る
加
筆
修
正
に
注
目
す

る
事
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
思
想
の
形
成
過
程
を
示
し
た
い
。
こ
の
段
で
は
大
国
主
神
が
「
治
二
幽
冥
事
一
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
を
記
し
た
草
稿
本
該
当
部
分
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
一
一
十
三
巻
、
四
○
丁
オ
）
。

カ
ミ
ゴ
ト
カ
ヶ
リ
ゴ
ト

神
事
幽
事
と
云
は
如
何
な
る
事
を
云
な
ら
む
と
考
ふ
る
に
。
謂
ゆ
る
造
化
〈
の
道
〉
に
係
る
神
事
に
は
非
ず
て
国
津
神
は
更
な
り
。

天
津
神
も
国
土
に
祝
へ
る
ま
た
世
に
有
ゆ
る
人
の
此
世
を
過
て
幽
世
に
帰
た
ら
む
く
魂
〉
を
此
時
ま
で
猶
い
ま
だ
主
宰
治
む
る
大
神

オ
ホ
ミ
ゴ
ト

を
定
賜
は
ざ
ｈ
ソ
し
故
に
。
其
〈
幽
冥
事
の
大
権
を
執
て
〉
を
悉
■
〈
く
〉
［
掌
］
〈
統
〉
治
め
よ
と
の
勅
命
〈
に
て
大
造
之
績
を
成
給
へ

る
賞
の
賜
物
〉
に
ぞ
有
け
る

死
後
審
判

草稿本『古史伝』における篤胤の思想形成過程



こ
こ
で
も
元
の
文
で
は
現
世
に
お
い
て
徳
を
積
ん
だ
者
と
気
ま
ま
に
遊
ん
だ
者
と
の
賞
罰
が
示
さ
れ
た
部
分
に
、
頭
注
と
し
て
「
善
を
賞

オ
ホ
コ
ト

み
悪
を
罰
む
る
は
幽
世
大
神
の
大
権
」
と
い
う
文
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
加
筆
修
正
に
『
霊
能
真
柱
』
（
下
巻
、
八
丁
オ
）
の

カ
ク
リ

こ
こ
で
は
黒
と
朱
に
よ
る
加
筆
修
正
が
複
数
回
確
認
で
き
る
。
先
の
引
用
と
同
じ
く
修
正
前
に
「
幽
冥
事
治
看
す
大
神
と
は
定
賜
へ
る
な

カ
ク
リ
ヨ

リ
」
と
な
っ
て
い
た
部
分
が
、
修
正
後
「
幽
冥
の
大
権
治
看
す
大
神
と
は
定
賜
へ
り
け
む
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
修
正
前
に
現
世

を
去
り
幽
世
に
行
く
人
を
治
め
る
神
で
あ
っ
た
が
、
修
正
後
に
は
「
幽
冥
事
の
大
権
」
を
執
行
す
る
神
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
幽

冥
事
の
大
権
」
こ
そ
が
死
後
審
判
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
引
用
か
ら
確
認
で
き
る
（
一
一
十
三
巻
、
五
十
八
丁
ウ
）
。

、
、
、
』
や
／
、
、
、

顕
明
事
に
て
。
天
皇
命
の
御
民
と
あ
る
を
。

オ
モ
ム

は
ゆ
る
幽
冥
に
帰
け
る
な
れ
ば
。
さ
て
は
。

抑
徳
行
に
苦
め
る
者
幽
世
に
入
て
は
永
く
大
神
の
〈
御
〉
賞
を
賜
は
り
て
用
ら
る
是
を
真
の
福
と
い
ふ
。
倣
遊
に
耽
り
し
者
幽
世
に

入
て
は
永
く
大
神
の
〈
御
〉
罰
を
蒙
ふ
り
て
棄
ら
る
是
を
真
の
狭
と
い
ふ
。
〈
▲
（
頭
）
総
て
思
ふ
に
善
悪
既
に
分
れ
。
功
と
罪
と
定

オ
ホ
コ
ト

リ
て
。
善
を
賞
み
悪
を
罰
む
る
は
幽
世
大
神
の
大
権
に
て
軽
重
遅
速
の
差
こ
そ
有
れ
其
善
悪
に
適
ふ
［
（
五
字
）
］
賞
罰
を
行
ひ
給
は

ず
と
云
こ
と
無
れ
と
■
■
現
世
に
其
賞
罰
を
見
■
■
こ
と
能
は
ず
。
幽
世
に
帰
り
て
後
に
■
判
給
ふ
：
．
〉

カ
ク
リ
〈
ョ
〉

神
魯
岐
神
魯
美
命
の
大
詔
命
も
て
。
［
其
大
国
主
の
■
■
〈
顕
明
事
〉
を
ば
。
天
神
御
子
に
譲
奉
ら
－
し
め
給
ひ
て
・
］
幽
冥
［
事
治
看

す
］
［
〈
の
〉
］
〈
の
大
権
治
看
す
〉
大
神
と
は
定
賜
へ
［
る
な
り
］
く
り
け
む
〉

、
ン
ニ

々
”
マ

死
て
は
。
そ
の
魂
や
が
て
神
に
て
。
か
の
幽
垂
垂
。
冥
魂
な
ど
も
い
ふ
如
く
。
す
で
に
い

、
ン
シ
ロ
シ

マ

マ
ツ
ロ
ヒ
マ
ツ

そ
の
冥
府
を
掌
り
治
め
す
大
神
は
。
大
国
主
ノ
神
に
坐
せ
ぱ
。
彼
ノ
神
に
帰
命
奉
り
。
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と
い
う
部
分
を
併
記
し
た
と
き
、
『
霊
能
真
柱
』
↓
「
草
稿
本
初
稿
」
↓
「
草
稿
本
加
筆
修
正
」
と
変
化
し
て
い
く
大
国
主
神
の
位
置
付

（
躯
）

け
と
、
加
筆
修
正
過
程
で
「
死
後
審
判
」
が
「
幽
世
大
神
の
大
権
」
と
し
て
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
名
牟
遅
神
は
兄
で
あ
る
「
八
十
神
」
達
に
よ
る
迫
害
か
ら
逃
れ
、
「
根
堅
洲
園
」
に
い
る
須
佐
之
男
命
の
試
練
を
潜
り
抜
け
て
、
「
八
十

神
」
を
征
伐
す
る
事
で
大
国
主
神
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
篤
胤
は
こ
の
様
な
大
国
主
神
が
国
譲
り
を
し
た
こ
と
こ
そ
が
「
大
造
之
績
」
で

（
別
）

あ
り
、
こ
の
功
績
に
よ
っ
て
「
幽
冥
事
の
大
権
」
を
掌
る
神
と
な
っ
た
と
考
え
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
篤
胤
に
と
っ
て
「
青
人
草
」
は
神
々
の
「
愛
し
み
賜
は
む
大
御
心
」
を
受
け
る
存
在
で
あ
り
、
死
後
「
幽
世
」
に
お
い
て

そ
の
魂
は
「
幽
冥
事
の
大
権
」
と
い
う
審
判
を
受
け
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
『
成
文
』
で
は
後
の
一
二
八
段
に
お
い
て
大
国
主
神
の

「
和
御
魂
」
で
あ
る
「
大
物
主
神
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
八
百
菖
神
」
が
「
昇
レ
天
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
連
の
経
過
を

篤
胤
は
草
稿
本
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

マ
ヲ
ス
ソ
ノ
マ
ツ
ロ
ヒ
ノ
マ
コ
ト

一
一
八
段
「
陳
二
其
誠
款
之
至
一
」

ア
マ
ッ
ミ
オ
ヤ

コ
ト
ノ
サ
マ

【
［
皇
産
室
垂
］
天
皇
祖
神
た
ち
の
産
霊
に
よ
り
て
、
御
祖
一
一
柱
神
の
神
等
を
生
坐
る
事
状
を
よ
く
察
れ
ば
、
［
（
五
字
）
］
〈
△
（
頭
）
産
霊

ウ
ツ
ケ
シ

神
の
愛
み
給
ふ
〉
人
草
の
為
に
と
生
坐
る
な
れ
ば
。
彼
ノ
■
一
一
柱
神
の
生
坐
る
神
等
は
更
に
も
云
ず
神
世
の
む
ね
と
あ
る
神
等
は
■

ミ
オ
キ
テ
ウ
ケ
タ
マ

そ
の
御
制
を
承
賜
は
る
こ
と
な
り
。

帰
天
・
復
命

草稿本『古史伝』における篤胤の思想形成過程



こ
こ
で
は
、
前
半
部
分
で
先
に
見
た
よ
う
に
「
青
人
草
を
愛
し
み
賜
は
む
大
御
心
」
を
む
ね
と
し
て
神
々
が
功
績
を
残
し
、
そ
の
こ
と
を

「
産
霊
大
神
に
復
命
」
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
半
部
分
で
、
こ
の
「
大
物
主
神
」
を
は
じ
め
と
す
る
神
々
の
事
蹟
を
「
神
習
」

べ
き
も
の
と
し
て
、
人
は
現
世
に
お
い
て
は
世
の
た
め
人
の
た
め
に
な
る
よ
う
努
め
、
死
に
て
は
大
国
主
神
の
も
と
に
参
り
、
そ
の
事
蹟

に
習
っ
て
「
天
に
参
」
り
「
復
命
」
す
る
こ
と
が
「
人
の
道
」
だ
と
し
て
い
る
。

『
霊
能
真
柱
』
に
お
い
て
霊
魂
の
行
方
を
「
幽
冥
」
と
し
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
「
天
」
に
つ
い
て
の
考
え
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ユ
ク

『
霊
能
真
柱
』
に
お
い
て
篤
胤
は
「
阿
賀
理
」
と
い
う
こ
と
ば
を
解
説
し
て
「
上
シ
代
よ
り
。
死
て
は
其
ノ
魂
の
天
へ
帰
こ
と
に
い
へ
れ
ば
。

マ
コ
ト
シ
カ
ラ

（
妬
）

実
に
然
在
む
も
知
ル
ベ
か
ら
ず
。
」
（
下
巻
一
一
一
十
四
丁
ウ
）
と
や
や
ぼ
か
し
た
表
現
で
一
一
一
一
口
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
草
稿
本
に
お
い
て
は

１
ト
コ
シ
ヘ

産
霊
神
の
大
御
心
を
御
心
と
し
て
。
無
窮
に
世
の
為
。
人
草
の
為
と
な
る
べ
き
事
ど
も
に
勤
み
給
［
（
十
一
字
）
］
〈
へ
る
有
趣
な
り
。
イ
サ
ヲ

そ
は
今
も
替
ら
ざ
る
こ
と
〉
風
火
金
水
士
五
種
の
神
た
ち
を
始
め
。
謂
ゆ
る
造
化
の
事
に
預
ｈ
ソ
給
ふ
神
等
今
に
至
る
ま
で
。
其
功
業

イ
サ
ヲ
シ

■
〈
の
〉
替
る
こ
と
無
を
も
て
誼
と
す
べ
し
。
さ
れ
ば
其
除
リ
の
神
等
と
い
へ
ど
も
各
々
某
々
に
功
績
を
立
て
本
分
の
道
を
蓋
し
。

産
霊
大
神
に
復
命
白
さ
で
は
叶
は
ざ
る
義
な
れ
ば
是
ノ
時
参
上
ら
し
、
神
た
ち
、
大
物
主
神
を
は
じ
め
某
々
本
分
の
道
を
蓋
し
［
（
四

マ
ツ
ロ

字
）
］
服
［
（
八
字
）
］
ひ
〈
て
天
皇
は
さ
ら
な
り
〉
、
天
皇
祖
神
の
愛
し
く
思
ほ
す
人
草
を
な
ほ
往
末
と
こ
－
）
ヘ
に
宇
豆
那
ひ
恵
み
給

ウ
ケ
ヒ
マ
ヲ

は
む
事
を
も
悉
言
白
し
給
は
で
は
得
有
ま
じ
き
理
な
ら
ず
や
。
又
是
に
付
て
思
ふ
に
凡
人
と
て
も
天
皇
祖
神
の
産
霊
に
依
て
生
出
て
其

マ
ゴ
、
ロ

魂
も
産
霊
大
神
の
賜
物
に
し
あ
れ
ば
其
賜
へ
る
性
を
違
へ
ず
神
習
ふ
く
き
物
な
る
こ
と
を
知
り
弁
へ
て
。
世
の
為
。
人
の
為
と
も

、
ン
一
ブ

な
る
べ
き
業
に
い
そ
，
‐
）
み
て
終
に
は
［
（
四
字
）
］
幽
事
掌
す
る
神
の
御
許
に
参
る
な
れ
ば
其
御
後
に
従
ひ
て
。
是
時
の
例
の
ま
に
／

カ
ヘ
リ
ゴ
ト

、
天
に
参
り
て
■
産
霊
大
神
に
賜
は
れ
る
本
分
の
道
を
蓋
せ
る
事
を
復
命
ま
を
す
ぞ
人
の
道
な
る
：
．
】
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（
妬
）

と
し
て
、
人
の
魂
は
全
て
尊
卑
の
別
な
ノ
、
天
と
地
に
分
れ
て
鎮
ま
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
篤
胤
は
『
霊

能
真
柱
』
で
は
確
証
の
無
か
っ
た
、
「
魂
」
が
天
に
上
る
と
い
う
説
を
、
草
稿
本
に
お
い
て
は
明
確
に
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
当
然
そ
こ
に
は
天
神
（
こ
こ
で
は
「
産
霊
神
」
）
の
愛
し
み
を
受
け
て
生
ま
れ
た
「
青
人
草
」
と
い
う
大
前
提
が
あ
り
、
で
あ
る
か

（
”
）

ら
こ
そ
産
霊
神
か
ら
授
か
っ
た
「
本
分
の
道
」
を
尽
し
た
こ
と
を
帰
天
１
し
復
命
す
る
の
が
「
人
の
道
」
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
節
に
お
い
て
示
し
た
草
稿
本
の
執
筆
方
針
や
加
筆
修
正
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
分
析
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を

ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

産
霊
神
に
関
す
る
根
本
的
な
理
解
は
宣
長
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
篤
胤
の
独
自
の
発
想
も
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
産
霊
神
の
徳
用
を
付
与

さ
れ
た
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
が
国
土
・
万
物
そ
し
て
青
人
草
を
生
む
こ
と
と
な
り
、
こ
の
産
霊
神
の
徳
用
は
持
分
て
風
火
金
水
土
の
五

カ
ム
ア
カ
リ
マ
シ

四
九
段
「
崩
坐
ヌ
」

ア
ガ
リ

ス
デ

フ
ケ
ツ

阿
賀
理
て
ふ
一
一
一
一
口
の
意
を
。
既
に
［
第
一
一
十
七
段
に
］
云
へ
る
如
く
。
神
は
更
な
り
。
人
に
も
荒
魂
和
魂
の
一
一
あ
る
を
。
凡
て
人
は
死

ト
や

モ
ト
ヒ
ト
リ

れ
ば
。
尊
き
も
卑
き
も
皆
悉
ノ
、
。
其
ノ
魂
天
と
地
と
一
一
道
に
分
り
去
り
て
。
各
々
其
ノ
所
に
止
ま
る
理
な
れ
ど
。
元
一
人
に
〈
結
べ
る
〉

タ
マ

ユ
キ
カ
フ

コ
、

タ
マ
ユ
ク
ヘ

霊
な
る
故
に
。
相
上
添
う
て
天
に
も
地
に
も
往
来
こ
と
な
ぃ
ソ
。
是
を
以
て
上
シ
代
よ
り
し
て
。
霊
の
往
方
と
い
ふ
語
に
。
天
に
上
る
と

云
う
の
み
な
ら
ず
。
地
に
も
止
ま
る
由
を
云
へ
り
。

ま
と
め
に
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柱
神
と
な
り
、
ま
た
無
数
に
分
岐
し
世
界
に
充
満
し
今
も
万
物
を
生
成
し
て
い
る
。
青
人
草
は
そ
の
起
源
を
考
え
た
と
き
産
霊
神
を
は
じ

め
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
の
愛
し
み
を
受
け
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
神
々
の
所
為
は
こ
の
産
霊
神
の
大
御
心
を
む
ね
と
し

て
世
の
た
め
人
の
た
め
と
勤
し
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
様
に
人
間
も
そ
の
よ
う
に
勤
め
る
べ
き
で
あ
る
。
終
に
幽
世
に
往
く
こ
と
と
な
っ

た
ら
ば
大
国
主
神
の
審
判
を
受
け
、
産
霊
神
の
所
に
帰
天
し
復
命
す
る
の
が
人
の
道
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
篤
胤
は
、
産
霊
神
の
「
御
神
徳
」
を
「
持
分
け
」
た
神
々
に
よ
っ
て
世
界
・
万
物
が
生
成
さ
れ
、
人
間
も
ま
た
産

霊
神
か
ら
「
神
魂
」
を
授
か
る
と
い
う
神
人
関
係
・
世
界
観
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
宣
長
の
神
観
の
延
長
線
上
に
捉
え
ら
れ
、

「
八
百
菖
神
」
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
性
格
を
見
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
発
想
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
草
稿
本
初
期
段
階
か
ら
の
課
題
の
一
つ
に
「
青
人
草
」
の
起
源
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
青
人
草
」
を
神
々
の
「
愛
し
み
」

を
受
け
る
存
在
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
篤
胤
の
現
実
世
界
は
「
古
史
」
神
代
巻
の
世
界
と
同
質
の
も
の
と
な
り
、
大
国
主
神
が

蒙
る
よ
う
な
迫
害
や
、
数
多
の
困
難
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に
努
め
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
生
田
万
を
し
て
「
御
恩
頼
」
と
言
わ
し
め
た
篤
胤
の
「
御
教
語
」
（
「
は
じ
め
に
」
参
照
）
で
あ
っ
て
、
『
古
史
伝
』

に
一
貫
し
た
思
想
の
一
端
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程
と
し
て
大
国
主
神
論
の

カ
ク
リ

カ
ク
リ
ヨ

発
展
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
幽
冥
事
治
看
す
大
神
」
か
ら
「
幽
冥
の
大
権
治
看
す
大
神
」
へ
と
変
化
し
た
こ
と
と
、
「
青
人
草
」
の
起
源
を

考
え
定
め
た
こ
と
は
緊
密
な
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
青
人
草
」
の
起
源
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
人
間
が
如
何

に
生
き
る
べ
き
か
が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
「
死
後
審
判
」
に
お
け
る
善
悪
の
基
準
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
が
如
何
に
生
き
る
か
と
い
う
道
徳
的
意
味
・
意
義
を
「
古
史
」
の
中
に
見
出
し
た
と
こ
ろ
に
篤
胤

の
学
問
的
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
多
く
の
先
行
研
究
で
言
及
さ
れ
て
い
た
天
之
御
中
主
神
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
み
た
い
。
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
草
稿
本
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１３９

に
お
い
て
篤
胤
は
「
産
霊
の
御
神
徳
」
を
持
分
け
る
神
観
や
「
青
人
草
」
の
起
源
、
所
謂
「
死
後
審
判
」
な
ど
に
比
べ
て
、
天
之
御
中
主

神
の
解
釈
に
は
あ
ま
り
力
を
入
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
草
稿
本
に
天
之
御
中
主
神
の
註
釈
を
付
加
し
た
の
が
板
本
『
古
史
伝
』

（
羽
）

な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
篤
胤
に
寄
り
添
っ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
も
草
稿
本
に
お
け
る
神
々
の
個
別
性
を
保
ち
な
が
ら
、

板
本
に
お
い
て
天
之
御
中
主
神
を
根
源
的
な
神
と
し
て
説
き
直
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
研
究
対
象
に
寄
り
添
っ
て
理
解
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
然
こ
の
部
分
を
読
ん
だ
門
人
や
後
の
研
究
者
に
対
す
る

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
研
究
些

影
響
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。

『
古
史
伝
』
を
出
版
し
た
後
の
門
人
達
の
反
応
を
、
篤
胤
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
知
る
す
べ
な
し
で
あ
る
。

（
調
）

板
本
の
一
一
七
段
「
荒
御
魂
和
御
魂
」
の
解
説
末
尾
に
次
の
よ
う
に
あ
う
③
。

ツ
ク

書
物
を
著
作
り
て
世
に
遣
－
し
お
く
は
。
大
キ
く
も
小
く
も
。
我
が
魂
を
人
に
幸
ふ
事
な
る
が
。
わ
が
説
く
趣
は
。
一
つ
な
れ
ど
も
。

門
人
の
聞
取
り
や
う
に
異
あ
り
。
た
と
へ
ば
一
シ
の
火
を
以
て
・
薪
に
移
し
た
ら
む
に
も
。
堅
木
と
雑
木
は
異
な
る
が
如
く
な
る
べ
し
。

但
し
此
は
学
問
の
う
へ
の
み
な
ら
ず
。
何
事
に
も
通
る
こ
と
ぞ
。
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1４１

（
１
）
秋
田
県
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
平
田
篤
胤
自
筆
の
『
古
史
伝
』
に
関
す
る
呼
称
は
、
「
自
筆
稿
本
『
古
史
伝
崖
「
稿
本
『
古
史

博
』
」
「
自
筆
稿
本
」
等
様
々
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
後
に
示
す
鈴
木
重
野
宛
書
簡
に
「
草
稿
本
」
と
篤
胤
自
身
が
述
べ
て
い
る
の
で
こ

れ
を
採
用
し
必
要
が
無
い
限
り
「
草
稿
本
」
と
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
「
草
稿
本
『
古
史
伝
』
」
「
草
稿
本
「
玉
棒
崖
等
と
書
名
を
補
っ
て

示
す
。
ま
た
板
本
『
古
史
伝
』
に
つ
い
て
も
単
に
「
板
本
」
と
略
記
す
る
。

（
２
）
秋
田
県
立
図
書
館
編
『
秋
田
県
立
図
書
館
沿
革
誌
ｌ
昭
和
一
一
一
六
年
度
版
』
（
昭
和
三
十
六
（
一
九
六
一
）
年
）
、
七
三
頁
。
ま
た
、
草
稿

本
『
古
史
伝
』
の
表
紙
に
「
明
治
四
十
二
年
二
月
十
七
日
購
入
」
の
印
が
あ
る
。

（
３
）
菊
池
保
男
「
館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」
含
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）

（
４
）
村
岡
典
嗣
「
平
田
篤
胤
の
神
学
に
於
け
る
耶
蘇
教
の
影
響
」
（
前
田
勉
編
『
新
編
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
村
岡
典
嗣
論
文
選
東
洋
文

庫
７
２
６
』
（
平
凡
社
、
平
成
十
六
（
二
○
○
四
）
年
、
初
出
は
「
文
芸
』
第
一
一
巻
第
三
号
、
大
正
九
（
一
九
一
一
○
）
年
）

（
５
）
三
木
正
太
郎
『
平
田
篤
胤
の
研
究
』
（
神
道
史
畢
曾
、
昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
）

（
６
）
小
林
健
三
『
平
田
神
道
の
研
究
』
（
古
神
道
仙
法
教
本
庁
、
昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年
）

（
７
）
神
保
郁
夫
「
平
田
篤
胤
天
之
御
中
主
神
信
仰
の
変
遷
と
確
立
（
上
）
（
下
）
」
（
『
神
道
宗
教
』
一
六
一
一
・
三
号
、
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
）

（
８
）
草
稿
本
本
文
の
分
析
は
行
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
草
稿
本
を
含
む
『
古
史
伝
』
を
め
ぐ
る
気
吹
舎
門
人
の
や
り
取
り
に
付
い
て
中
川

和
明
が
論
文
を
著
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
の
草
稿
本
の
構
成
を
一
覧
表
に
し
て
示
し
て
い
る
ほ
か
、
錬
胤
の

言
説
を
も
と
に
こ
の
草
稿
本
が
文
政
八
年
の
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
中
川
和
明
『
平
田
国
学
の
史
的
研
究
』
（
名
著
刊
行
会
、
平
成

年
三
月
）

註
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（
Ⅱ
）
平
野
豊
雄
の
論
考
は
『
古
史
伝
』
を
丁
寧
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
篤
胤
が
「
青
人
草
」
の
起
源
を
記
紀
に
読
み
込
ん
で
い
た
こ
と

の
意
味
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
を
当
時
の
宗
教
者
に
お
け
る
人
間
観
と
比
較
す
る
事
に
よ
り
「
国
家
」
的
有

用
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
『
古
史
伝
』
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
か
は
示
し
て
い
な
い
。
平
野
の
目
的
は
、
「
篤
胤

の
思
想
的
課
題
」
が
「
俗
神
道
的
な
諸
思
想
」
を
「
国
家
の
神
話
へ
方
向
づ
け
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
示
す
こ
と
に
あ
っ
て
、
篤
胤
の

思
想
そ
の
も
の
で
無
い
の
で
当
然
で
あ
る
（
「
篤
胤
に
お
け
る
国
家
と
「
青
人
草
上
『
一
橋
論
叢
』
第
八
十
四
巻
第
一
号
、
昭
和
五
十
五

（
９
）
神
保
の
指
摘
の
他
に
、
鎮
胤
の
婿
入
り
の
時
期
の
問
題
も
あ
る
。
つ
ま
り
銭
胤
は
文
政
八
（
一
八
一
一
五
）
年
に
婿
入
り
す
る
た
め
、
そ

れ
以
前
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
日
記
等
を
参
照
し
て
「
略
記
」
を
執
筆
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
渡
這
金
造
が
『
気

吹
舎
日
記
』
中
に
「
○
開
題
記
刻
成
は
八
月
廿
二
日
以
前
也
と
見
ゆ
。
銭
胤
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
例
と
思

わ
れ
る
（
渡
這
『
平
田
篤
胤
研
究
』
（
鳳
出
版
、
昭
和
五
十
三
年
一
一
月
、
但
し
初
版
は
六
甲
書
房
、
昭
和
十
七
年
十
一
一
月
）
九
一
一
○
頁
、
参

照
）
。
ま
た
、
単
に
「
略
記
」
の
『
古
史
伝
』
成
立
時
期
に
関
す
る
記
述
と
板
本
『
古
史
徴
開
題
記
』
に
お
け
る
篤
胤
の
言
説
が
一
致

し
な
い
と
い
う
点
も
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
篤
胤
は
草
稿
本
『
古
史
伝
』
の
起
稿
時
期
を
述
べ
て
い
な
い
が
、
鏡
胤
は
文
化
九

（
一
八
一
三
年
に
「
○
霊
能
真
柱
成
。
○
古
史
伝
の
草
稿
を
も
初
め
玉
へ
り
。
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
篤
胤
は
初
稿
の
成
立
を
『
開
題
記
』

（
文
政
一
一
年
）
に
記
し
て
い
る
が
、
銭
胤
は
文
政
八
（
一
八
一
一
五
）
年
に
「
古
史
神
代
の
伝
大
抵
草
稿
成
れ
り
」
と
し
て
い
る
。
『
古
史
徴

開
題
記
』
に
つ
い
て
は
、
板
本
二
九
○
丁
オ
ー
一
一
九
七
丁
オ
、
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
五
巻
（
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
一
一
年
）
、

一
一
一
一
一
○
’
一
一
三
五
頁
、
参
照
。
「
略
記
」
に
つ
い
て
は
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
六
巻
（
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
二
年
）
、
参
照
。

（
皿
）
同
様
の
視
点
を
吉
田
麻
子
『
知
の
共
鳴
ｌ
平
田
篤
胤
を
め
ぐ
る
書
物
の
社
会
史
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
二
十
四
（
一
一
○
一
一
一
）
年
）
が

示
し
て
い
る
。

一
一
十
四
（
二
○
一
一
一
）
年
）
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（
旧
）
前
掲
、
渡
這
金
造
『
平
田
篤
胤
研
究
』
、
八
二
七
’
八
一
一
九
頁
。

（
Ｍ
）
原
表
紙
二
十
一
一
段
に
は
「
一
一
柱
神
散
去
段
」
と
あ
る
が
、
内
容
は
「
事
戸
度
」
の
続
き
と
い
え
る
。
ま
た
、
草
稿
本
の
段
構
成
に
も

修
正
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
十
一
段
を
分
割
し
た
と
思
わ
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
全
段
を
通
じ
て
十
二
段
の
み
丁
の
裏
か
ら
始
ま
っ

て
お
り
、
そ
の
後
の
段
は
五
十
巻
前
後
ま
で
一
段
づ
つ
繰
り
上
が
っ
た
形
跡
が
あ
る
。

（
旧
）
宮
地
正
人
編
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
一
一
三
集
』
（
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
、
平
成
十
七
（
一
一
○
○
五
）
年
）
、

（
一
九
八
○
）
年
）
。
ま
た
、
前
田
勉
「
平
田
篤
胤
に
お
け
る
日
本
人
「
神
胤
」
観
念
」
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
亀
近
世
神
道
と
国
学
』
、

ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
十
四
（
二
○
○
二
）
年
、
な
お
初
出
は
『
日
本
文
化
論
叢
」
七
号
、
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年
）
。

（
岨
）
田
原
嗣
郎
が
『
古
史
伝
』
に
お
い
て
「
顕
・
幽
の
両
界
は
平
等
の
関
係
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
（
「
『
霊

能
真
柱
」
以
後
に
お
け
る
平
田
篤
胤
の
思
想
に
つ
い
て
旨
日
本
思
想
体
系
五
十
平
田
篤
胤
伴
信
友
大
国
隆
正
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和

（
肥
）
園
畢
院
大
畢
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
「
「
園
単
院
大
豊
国
学
研
究
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
構
築
」
事
業
（
平
成
二
十
三

～
二
十
五
年
度
）
で
行
っ
て
い
る
「
古
史
伝
研
究
会
」
に
お
け
る
遠
藤
氏
の
発
言
。

（
Ⅳ
）
こ
の
こ
と
は
『
古
史
伝
』
二
十
九
之
巻
上
で
鏡
胤
が
述
べ
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
「
第
一
段
よ
り
、
百
四
十
一
一
一
段
ま
で
は
悉
く

博
あ
り
、
百
四
十
四
段
は
半
有
り
、
百
四
十
五
段
は
閥
、
百
四
十
六
段
よ
り
百
四
十
九
段
ま
で
は
、
又
惇
あ
り
、
そ
の
以
下
は
凡
て
鉄

た
り
。
」
（
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
三
巻
、
昭
和
五
十
二
（
一
九
七
七
）
年
、
四
○
一
頁
）

（
略
）
こ
の
段
構
成
変
更
は
草
稿
本
原
表
紙
の
表
記
に
従
え
ば

「
蕨
戸
神
等
亦
名
段
」
（
一
一
五
段
↓
二
七
段
）

能
真
柱
」
以
後
に
お
け
一

四
十
八
（
一
九
七
三
）
年
）

四
頁
。
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「
水
戸
神
御
子
生
段
」
（
二
六
段
↓
二
八
段
）

「
海
神
住
吉
神
生
坐
段
」
（
二
七
段
↓
一
一
五
段
）

「
日
神
月
神
生
坐
段
」
（
二
八
段
↓
一
一
六
段
）

と
な
っ
て
お
り
元
の
一
一
五
・
一
一
六
段
を
一
一
七
・
二
八
段
と
入
替
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
六
人
部
家
本
に
は
こ
の
内
一
一
八
段
を
一
一
六
段

に
変
更
す
る
指
示
が
表
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
構
成
の
変
更
に
関
す
る
他
資
料
に
よ
る
言
及
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な

い
が
、
草
稿
本
の
本
文
か
ら
推
測
す
る
に
「
蕨
戸
神
等
亦
名
段
」
に
お
い
て
「
八
十
柾
津
日
神
」
や
「
神
直
日
神
」
と
い
う
「
天
照
御

大
神
之
荒
御
魂
」
「
天
照
御
大
神
之
和
御
魂
」
と
さ
れ
る
神
々
の
「
亦
名
」
が
示
さ
れ
る
が
、
「
天
照
御
大
神
」
と
い
う
表
記
は
「
日
神

月
神
生
坐
段
」
ま
で
登
場
し
な
い
。
そ
の
た
め
連
続
し
た
前
後
各
二
段
を
入
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
は

「
天
照
御
大
神
之
荒
御
魂
」
「
和
御
魂
」
の
生
成
順
序
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
城
戸
神
等
亦
名
段
」
の
内
容

は
二
四
段
「
蕨
戸
神
等
生
坐
段
」
の
解
説
的
な
位
置
付
け
で
あ
り
、
「
古
史
」
本
筋
の
変
更
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
的
）
神
保
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
宮
負
定
雄
の
説
の
引
用
か
ら
成
立
時
期
を
考
察
し
て
い
る
が
、
同
様
の
理
由
か
ら
全
体
へ
敷
術
し
て
考

え
る
の
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

（
別
）
遠
藤
潤
「
平
田
国
学
に
お
け
る
〈
霊
的
な
も
の
〉
」
（
鶴
岡
賀
雄
・
深
津
英
隆
編
『
宗
教
史
学
論
叢
一
六
ス
ピ
リ
チ
ュ
ァ
リ
テ
ィ
の

宗
教
史
下
巻
』
、
リ
ト
ン
、
平
成
二
十
四
（
一
一
○
一
二
）
年
）

（
皿
）
前
掲
、
吉
田
『
知
の
共
鳴
』
四
一
一
三
頁
、
参
照
。
「
『
鬼
神
新
論
』
に
お
け
る
人
と
神
々
」
の
論
考
は
、
神
観
に
「
原
始
性
」
を
見
出

し
て
い
る
点
に
や
や
疑
問
が
残
る
が
、
研
究
目
的
・
方
法
を
は
じ
め
篤
胤
の
思
想
分
析
に
お
い
て
興
味
深
い
点
が
多
い
。

（
〃
）
中
野
裕
三
『
国
学
者
の
神
信
仰
』
（
弘
文
堂
、
平
成
一
一
十
一
（
一
一
○
○
九
）
年
）
六
九
頁
、
参
照
。

（
路
）
こ
の
草
稿
本
に
い
た
る
変
化
は
六
人
部
家
本
『
古
史
伝
』
で
は
加
筆
で
は
な
く
本
文
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
文
政
六
（
一
八
一
一
三
）
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年
に
は
す
で
に
完
成
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
別
）
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
田
原
「
『
霊
能
真
柱
』
以
後
に
お
け
る
平
田
篤
胤
の
思
想
に
つ
い
て
」
（
五
八
○
頁
）
で
解
説
さ

れ
て
い
る
。
草
稿
本
と
の
異
同
は
少
な
い
の
で
こ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
妬
）
こ
れ
は
本
居
宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
一
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
）
、
一
一
一
○
七
頁
参
照
。

ト
ビ
イ
マ
シ
ヌ

ア
ヤ

ア
メ
ノ
ボ

飛
行
【
書
紀
に
、
上
天
と
あ
る
は
、
例
の
漢
籍
め
か
し
く
書
れ
た
る
文
の
み
に
こ
そ
あ
ら
め
、
責
に
天
上
へ
登
り
坐
る
に
は
あ
ら
じ
、

た
ぎ
此
ノ
記
の
如
く
見
べ
き
な
り
…
（
以
下
略
）
・
・
・
】

（
恥
）
た
だ
し
、
こ
の
部
分
に
も
⑥
に
よ
る
加
筆
修
正
が
あ
り
、
前
段
階
の
記
述
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
事
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
〃
）
前
掲
、
田
原
論
文
に
お
い
て
、
『
霊
能
真
柱
』
執
筆
時
の
篤
胤
は
垂
加
神
道
の
「
日
之
少
宮
伝
」
に
い
え
る
と
こ
ろ
の
「
帰
天
」
（
「
日

少
宮
二
帰
ル
」
）
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
板
本
『
古
史
伝
』
の
段
階
に
い
た
っ
て
『
本
教
外
篇
』
の
「
来
世
観
」
を
用

い
て
垂
加
神
道
説
の
「
克
服
」
を
目
指
し
た
と
し
て
い
る
。
『
霊
能
真
柱
』
に
お
け
る
篤
胤
の
垂
加
神
道
へ
の
態
度
は
筆
者
も
同
感
で

あ
る
が
、
後
に
「
来
世
観
」
に
よ
っ
て
克
服
し
た
と
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
。
端
的
に
い
っ
て
、
そ
れ
は
『
古
史
伝
』
の
魂
の
行
方
は

「
帰
天
」
と
し
て
い
て
垂
加
神
道
説
と
同
じ
結
末
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
分
析
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
草
稿
本
に
お
け
る
「
帰

天
」
の
根
拠
は
「
青
人
草
」
が
産
霊
神
の
「
愛
し
み
」
を
受
け
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
垂
加
神
道
に
お
け
る
「
天

人
唯
一
」
の
思
想
に
よ
る
も
の
と
は
別
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
邪
）
あ
る
い
は
草
稿
本
の
状
態
を
理
解
し
な
が
ら
板
本
『
古
史
伝
』
を
出
版
し
た
鎮
胤
や
延
胤
に
し
て
み
れ
ば
。

（
羽
）
草
稿
本
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〈
書
物
を
造
り
て
世
に
造
し
大
き
く
も
小
く
も
我
が
魂
を
人
に
幸
ふ
〉
〈
堅
木
と
雑
木
と
に
火
の
も
ゆ
る
を
わ
が
説
く
趣
は
一
つ
な
れ
ど
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※
な
お
、
本
稿
は
画
畢
院
大
豊
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
「
「
園
畢
院
大
畢
国
学
研
究
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
構
築
」
事

業
（
平
成
一
一
十
一
一
一
～
二
十
五
年
度
）
に
お
け
る
「
古
史
伝
研
究
会
」
の
成
果
を
も
と
と
し
、
平
成
十
六
年
一
一
月
に
遠
藤
潤
氏
が
旧
日
本
文
化

研
究
所
の
事
業
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
秋
田
県
立
図
書
館
に
お
け
る
資
料
調
査
時
に
撮
影
し
た
草
稿
本
『
古
史
伝
」
の
写
真
資
料
を
用
い

た
。
ま
た
、
写
真
資
料
は
秋
田
県
公
文
書
館
、
向
日
神
社
、
向
日
市
文
化
資
料
館
の
許
可
を
い
た
だ
い
て
掲
載
し
て
い
る
。

門
人
の
き
、
と
り
□
□
□
□
□
□
り
〉
此
は
学
問
の
う
へ
の
み
な
ら
ず
。
何
事
に
も
通
る
こ
と
ぞ
。
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